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(57)【要約】
【課題】理論的な機械位置と実際の機械位置の差分を検
出する機能を備えた数値制御装置を提供すること。
【解決手段】
機械を駆動する軸の制御と位置検出を行うサーボ制御部
２へ軸移動を指令する指令部１を有する数値制御装置に
おいて、サーボ制御部２は、実際の機械位置を検出する
検出手段２０３を備え、指令部１は、機械座標指令位置
Ｄ１から、加減速による出力の遅れ量Ｄ２、およびサー
ボ制御部２の出力の遅れ量ＦＢを差し引いた理論上の機
械位置を算出する理論機械位置算出手段１０３と、理論
機械位置算出手段１０３で算出された値Ｄ４とサーボ制
御部２で検出された実際の機械位置Ｄ３との差を算出す
る機械位置差分算出手段１０４と、機械位置差分算出手
段１０４で算出した値を予め定められた値と比較する機
械位置差分監視手段１０６と、機械位置差分監視手段１
０６で比較した値が予め定められた値を超えた時、軸移
動を停止する手段１１０とワーニングを出力する手段１
０７の少なくとも一方を備えた数値制御装置。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機械を駆動する軸の制御を行うサーボ制御部へ軸移動を指令する指令部を有する数値制
御装置において、
前記サーボ制御部は、各軸の位置を検出する検出手段からの信号に基づき実際の機械位置
を算出する実機械位置算出手段を備え、
前記指令部は、機械座標指令位置から、加減速による出力の遅れ量、およびサーボ制御部
の出力の遅れ量を差し引いた理論上の機械位置を算出する理論機械位置算出手段と、
該理論機械位置算出手段で算出された値と前記サーボ制御部で検出された実際の機械位置
との差を算出する機械位置差分算出手段と、
該機械位置差分算出手段で算出した値を予め定められた値と比較する機械位置差分監視手
段と、
該機械位置差分監視手段で比較した値が予め定められた値を超えた時、軸移動を停止する
手段とワーニングを出力する手段の少なくとも一方を備えた数値制御装置。
【請求項２】
　外部入力信号あるいはＮＣプログラム指令により前記理論機械位置算出手段による理論
機械位置の更新を停止することを特徴とする請求項１に記載の数値制御装置。
【請求項３】
　前記機械位置差分算出手段で求めた値、あるいは該算出に使用した理論機械位置および
実際の機械位置を記録する記録手段と、
該記録手段に記録した値を出力する出力手段と、
を備えたことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の数値制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は数値制御装置に関し、特に、理論的な機械位置と実際の機械位置の差分を常時
検出することが可能な数値制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　数値制御装置は、加工プログラムに従って工作機械の工具や工作物（ワーク）の移動や
回転などを制御し、工作機械に工作物（ワーク）を加工させる制御装置である。数値制御
装置は、指令部１とサーボ制御部２とを有する。指令部１からの移動指令に基づいてサー
ボ制御部２はアンプ３を介してサーボモータ４を駆動制御する。サーボモータ４には、位
置検出器５が取り付けられている（図７参照）。
【０００３】
　まず、指令部１について説明する。指令部１の加工プログラム１００は、工作機械を制
御しワークを加工するプログラムである。機械座標更新処理部１０１は、加工プログラム
１００を解析する解析手段１０１ａ、解析手段１０１ａで解析された加工プログラム１０
０の加工経路である位置データおよび送り速度を基に補間処理する補間手段１０１ｂを有
する。
【０００４】
　機械座標更新処理部１０１の補間手段１０１ｂの補間処理で得られた補間パルスによる
移動指令は、加減速処理手段１０２により加減速処理がなされた後、サーボ制御部２に移
動指令が出力される。
【０００５】
　指令部１からの移動指令は、サーボ制御部２の位置偏差量加算手段２００に入力する。
位置偏差量加算手段２００には、サーボモータ４に取り付けられている位置検出器５から
のフィードバックパルス信号も入力する。位置偏差量加算手段２００では、前記移動指令
と前記フィードバック信号の差分演算がなされ、演算結果は位置偏差量レジスタ２０１に
送られる。位置偏差量レジスタ２０１は、位置・速度・電流制御手段２０２および指令部
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１に位置偏差量を出力する。位置・速度・電流制御手段２０２は、位置・速度・電流制御
によりアンプ３を制御しサーボモータ４を駆動する。上記指令部１に出力される位置偏差
量を以下、位置偏差ＦＢという。位置偏差ＦＢは換言すると数値制御装置のサーボ制御部
２で受け取った移動指令と実際の機械位置との差分である。
【０００６】
　指令部１は、この位置偏差ＦＢを位置偏差監視手段１１１で常時監視している。そして
、位置偏差監視手段１１１は、位置偏差ＦＢに異常があると判断すると、軸移動停止手段
１１０に対して指令する。該手段１１０は、軸移動の停止を行う処理を開始する。
【０００７】
　位置偏差監視手段１１１には、位置偏差ＦＢの異常を判断するための基準となる「許容
される位置偏差」が予め設定されている。位置偏差ＦＢは軸移動速度に依存して変化する
ため、前記許容される位置偏差は軸の最大速度から算出されている。位置偏差監視手段１
１１は、前記許容される位置偏差を超える位置偏差ＦＢが検出された場合に軸移動停止手
段１１０に指令し、アラームを発生させて軸を停止させていた。
【０００８】
　そのため、移動中の軸に何らかの異常により位置ずれが発生しても、位置偏差ＦＢが許
容される位置偏差以上になるまで、何らかの異常による位置ずれを検出できなかった。ま
た、位置偏差ＦＢは前述のとおりサーボ制御部２が受け取った指令と実際の機械位置（位
置検出器５からのフィードバック情報）との差分であるため、指令部１に何らかの異常が
発生し、不正な指令がサーボ制御部２に出力されたとしても、それを検出することはでき
なかった。
【０００９】
　位置偏差に基づいて異常検出する技術として例えば特許文献１、特許文献２がある。特
許文献１に開示される技術は、モータ回転速度が低速の場合でも、外力などで発生した異
常（指令位置からのずれ）を短時間のうちに検出する技術である。
【００１０】
　この技術は、サーボモータの実駆動と並行してサーボモータ駆動のシミュレーションを
行う。実駆動で得られた位置偏差とシミュレーションで得られた位置偏差の差分を監視し
て、その差分が設定値を超えた場合にアラームを発生させる。
【００１１】
　しかし、この技術は、指令部から与えられた指令値をサーボモータ部内でのみ処理する
ため、指令部に異常が発生してサーボ制御部に異常な値を指令しても、その異常を検知で
きない。また、異常の判断をサーボ制御部内で行うため、異常が発生した機械位置を正確
に把握することは困難である。
【００１２】
　また、特許文献２には、リミットスイッチを用いないで数値制御工作機械のオーバトラ
ベルを検出する技術が開示されている。この技術は、速度指令から理論位置偏差を算出し
、それを実位置偏差と比較する。
【００１３】
　軸がオーバトラベルしてダンパに接触すると、実位置偏差が増大するので、理論位置偏
差を超える値となる。理論位置偏差を超えるかを検出することでオーバトラベルを判断す
る。これにより、リミットスイッチを用いることなくオーバトラベルを検出する。
【００１４】
　特許文献２に開示される技術は、物理的に設けられたダンパに接触することで発生する
位置ずれの検出をリミットスイッチの代わりにするものである。ダンパに接触することで
、必然的に発生する位置ずれをより早く検出するために理論位置偏差と実位置偏差の比較
を行っており、指令位置や機械位置は考慮されていない。
【００１５】
【特許文献１】特開平２－１８４２８１号公報
【特許文献２】特開平６－１１９０２４号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　そこで本発明の目的は、数値制御装置の指令部が制御上発生する遅れを考慮して理論的
な機械位置を求め、この理論的な機械位置と位置検出器から得た実際の機械位置の情報を
比較することで、理論的な機械位置と実際の機械位置の差分を常時検出する機能を備えた
数値制御装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本願の請求項１に係る発明は、機械を駆動する軸の制御を行うサーボ制御部へ軸移動を
指令する指令部を有する数値制御装置において、前記サーボ制御部は、各軸の位置を検出
する検出手段からの信号に基づき実際の機械位置を算出する実機械位置算出手段を備え、
前記指令部は、機械座標指令位置から、加減速による出力の遅れ量、およびサーボ制御部
の出力の遅れ量を差し引いた理論上の機械位置を算出する理論機械位置算出手段と、該理
論機械位置算出手段で算出された値と前記サーボ制御部で検出された実際の機械位置との
差を算出する機械位置差分算出手段と、該機械位置差分算出手段で算出した値を予め定め
られた値と比較する機械位置差分監視手段と、該機械位置差分監視手段で比較した値が予
め定められた値を超えた時、軸移動を停止する手段とワーニングを出力する手段の少なく
とも一方を備えた数値制御装置である。
【００１８】
　請求項２は、外部入力信号あるいはＮＣプログラム指令により前記理論機械位置算出手
段による理論機械位置の更新を停止することを特徴とする請求項１に記載の数値制御装置
である。
【００１９】
　請求項３に係る発明は、前記機械位置差分算出手段で求めた値、あるいは該算出に使用
した理論機械位置および実際の機械位置を記録する記録手段と、該記録手段に記録した値
を出力する出力手段と、を有することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の数値
制御装置である。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明により、数値制御装置の指令部が制御上発生する遅れを考慮して理論的な機械位
置を求め、この理論的な機械位置と位置検出器から得た実際の機械位置の情報とを比較す
ることで、理論的な機械位置と実際の機械位置の差分を検出する機能を備えた数値制御装
置を提供できる。
【００２１】
　本発明は、軸の移動速度によらず、一定の許容範囲を超えた差分が検出された場合に軸
の移動を停止させることができる。さらに、機械的な外力、指令部、サーボ制御部を問わ
ず、何らかの異常で理論的な機械位置と実際の機械位置に差が生じた場合、それを直ちに
検知し、制御を停止させることで、従来よりも工作機械のダメージを少なくすることがで
きる。
【００２２】
　一般に、数値制御装置において、非常停止時にはフォローアップが行われており、外力
による軸の移動に応じて指令部の機械位置が更新されている。本発明において理論的な機
械位置はサーボ制御部の制御に用いられない。そのため、軸の制御に影響を与えずに、理
論的な機械位置の更新を停止させることが可能である。この理論的な機械位置の更新停止
で得られる情報は、フォローアップや制御上発生する遅れに伴う機械位置の更新の影響を
受けない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施形態を図面とともに説明する。図１は、本発明に係る理論機械位置
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と機械位置差分を算出する構成を説明する図である。数値制御装置は、背景技術で説明し
たように、指令部１とサーボ制御部２とを有する。指令部１からの移動指令に基づいてサ
ーボ制御部２はアンプ３を介してサーボモータ４を駆動制御する。サーボモータ４には、
位置検出器５が内蔵されている。場合によっては、軸が制御するテーブル側に位置検出器
５を取り付けることができる。以下、サーボモータ４に位置検出器５が内蔵された実施形
態を例として説明する。
【００２４】
　指令部１の加工プログラム１００は、工作機械を制御しワークを加工するプログラムで
ある。機械座標更新処理部１０１は、加工プログラム１００を解析する解析手段１０１ａ
、解析手段１０１ａで解析された加工プログラム１００の加工経路である位置データおよ
び送り速度等を基に補間処理する補間手段１０１ｂを有する。
【００２５】
　補間手段１０１ｂの補間処理で得られた移動指令である補間パルスは、加減速処理手段
１０２により加減速処理がなされた後、サーボ制御部２にパルス量である移動指令が出力
される。
【００２６】
　機械座標更新処理部１０１は、各軸の現在位置が保存される現在位置レジスタＡＣＣ１
Ａ（以下、単に「ＡＣＣ１Ａ」という）を備えている。ＡＣＣ１Ａには、数値制御装置の
補間周期に同期して機械の各軸の移動量であるパルス量が加算手段ＡＤＤ１Ａにより加算
され該レジスタＡＣＣ１Ａに保存される。
【００２７】
　指令部１は、加減速処理による遅れ量を求める手段を備えている。加減速による遅れ量
は、加減速処理手段１０２の入力と出力の差を積算した量である。加減速処理による遅れ
量を求める手段は、加算手段ＡＤＤ１Ｂと加算結果を一時的に記憶するレジスタであるア
キュームレータＡＣＣ１Ｂ（以下、「ＡＣＣ１Ｂ」という）を備えている。加算手段ＡＤ
Ｄ１Ｂには、加減速処理手段１０２への入力、加減速処理手段１０２からの出力、および
ＡＣＣ１Ｂからの出力が入力し、演算結果はＡＣＣ１Ｂで一時的に記憶され、ＡＣＣ１Ｂ
にはサンプリング時点における加減速による遅れ量が記憶される。
【００２８】
　ここで、図３に示される直線型加減速制御を例にとって、加減速による遅れ量を説明す
る。なお、横軸は時間、縦軸は送り速度を表している。また、時定数τを４０ｍｓｅｃ、
補間周期Ｔを８ｍｓｅｃとする。加減速処理手段１０２には、補間周期毎に補間手段１０
１ｂから図３（ａ）に示される移動指令である補間パルスが入力する。加減速処理手段１
０２は、入力した補間パルスを時定数τの４０ｍｓｅｃで加減速制御し、図３（ｂ）に示
される加減速制御された移動指令であるパルス量を出力する。加減速による遅れ量は、図
３（ｂ）の灰色部分に示されるように、送り速度が加速あるいは減速しているときに発生
する。
【００２９】
　指令部１は更に、理論機械位置算出手段１０３と機械位置差分算出手段１０４を備えて
いる。これらに関してはサーボ制御部２について説明した後に説明する。また、図２や図
５では、図１で説明した「指令位置」、「加減速による遅れ量」、および「実機械位置」
に関する構成は記載を省略している。
【００３０】
　次に、サーボ制御部２について説明する。サーボ制御部２に入力した移動指令は、位置
偏差量加算手段２００に入力する。位置偏差量加算手段２００には、サーボモータ４に取
り付けられている位置検出器５からのフィードバック信号も入力する。位置偏差量加算手
段２００では、前記移動指令と前記フィードバック信号の差分演算がなされ、演算結果は
位置偏差量レジスタ２０１に送られる。位置偏差量レジスタ２０１は、位置・速度・電流
制御手段２０２および指令部１に位置偏差量を出力する。位置・速度・電流制御手段２０
２は、位置・速度・電流制御によりアンプ３を制御しサーボモータ４を駆動する。
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【００３１】
　サーボ制御部２は、実機械位置算出手段２０３を備えている。実機械位置算出手段２０
３は、軸に設置される位置検出器５からのフィードバック信号であるパルスを積算するこ
とにより「実際の機械位置」を算出する。
【００３２】
　実機械位置算出手段２０３は、加算手段ＡＤＤ２と加算結果を一時的に記憶するレジス
タであるアキュームレータＡＣＣ２（以下、「ＡＣＣ２」という）を備えている。ＡＤＤ
２には、サンプリング周期毎に位置検出器５からの位置フィードバックデータとＡＣＣ２
に一時記憶したデータとが入力し、ＡＤＤ２での加算結果はＡＣＣ２で一時的に記憶され
、ＡＣＣ２にはサンプリング時点における実際の機械位置が記憶される。
【００３３】
　次に、指令部１の理論機械位置算出手段１０３と機械位置差分算出手段１０４について
説明する。理論機械位置算出手段１０３は、数１式に基づき軸の理論機械位置を算出する
手段である。算出した理論機械位置は、機械位置差分算出手段１０４に出力される。
【００３４】
　理論機械位置＝指令位置－（加減速による出力の遅れ量＋位置偏差）　（数１）
【００３５】
　機械位置差分算出手段１０４は、理論機械位置算出手段１０３で算出した理論機械位置
と実機械位置算出手段２０３で算出した実機械位置により数式２に基づき軸の「機械位置
差分」を算出する手段である。
【００３６】
　機械位置差分＝理論機械位置－実際の機械位置　　　　　　（数２）
【００３７】
　前述したように、「実際の機械位置」はサーボモータ４に設置される位置検出器５から
のフィードバック信号を積算することで求められ、サーボ制御部２に設けられる実機械位
置算出手段２０３で算出される。
【００３８】
　機械位置差分算出手段１０４で算出した「機械位置差分」は、軸の移動中を含め、常に
”０”（ゼロ）を示すべき量である。その「機械位置差分」の値が”０”（ゼロ）でなく
なるのは、軸制御に何らかの不都合や異常が発生したことを示す。
【００３９】
　ここで、数１式で示される理論機械位置を算出するために用いられる「指令位置」、「
加減速による出力の遅れ量」、および「位置偏差」の３つのデータについて説明する。　
●指令位置
　「指令位置」は、指令部が加工プログラムや手動運転などに従い、軸を制御して到達さ
せようとする機械座標上のある位置を意味する。
【００４０】
●加減速制御による遅れ量
　「加減速制御による遅れ量」は、軸移動の開始時および減速時に機械系にショックや振
動を与えないようにするために行われる加速、減速に関係し、指令された速度への加減速
に伴って発生する前記指令位置に対する遅れを意味する。
【００４１】
　図４は、加減速制御を説明する図である。加減速制御には、図３を用いて説明した直線
型加減速（図４（ａ）参照）や指数関数型加減速制御（図４（ｂ）参照）、ベル型加減速
（図示省略）など種々のものがある。横軸は時間、縦軸は速度を表している。工作機械な
どの各軸を駆動するサーボモータは数値制御装置などの制御装置で駆動制御される。サー
ボモータを急激に駆動もしくは停止させることは困難であるから、一般に移動指令に対し
て加減速制御を行って、加速時には移動指令を徐々に増大させ、また、減速時には徐々に
移動指令を減少させるようにしている。加減速の制御を行うと出力の遅れ量が発生する。
【００４２】
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　図４（ａ）に示した直線型加減速の場合の「加減速による出力の遅れ量」を例にとって
説明する。「加減速による出力の遅れ量」は、指令された速度への加減速に伴って発生す
る、上記指令位置に対する遅れを意味する。図４（ａ）では、灰色部分が「加減速による
出力の遅れ量」に相当する。これは、加減速処理の種別により異なるものである。一例と
して、補間後直線加減速の場合の計算式（数式３）を示す。
【００４３】
　Ｑ＝Ｆｔ＊１／６０＊（１／２＊Ｔｃ／１０００）　　　　　（数３）
　Ｑ：加減速による出力の遅れ量（ｍｍまたはｉｎｃｈ）
　Ｆｔ：計算周期における送り速度（ｍｍ／ｍｉｎまたはｉｎｃｈ／ｍｉｎ）
　Ｔｃ：切削時定数
【００４４】
●位置偏差
　「位置偏差」は、サーボ制御部２が受け取った移動指令と実際の機械位置との差分であ
る。サーボ制御部２はループゲイン以外を用いた制御を独自に行うことがありえる。背景
技術で説明した図７に示すとおり、実際の遅れ量は位置偏差ＦＢとしてサーボ制御部２か
ら指令部１へ周期的に通知されるので、サーボ制御部２の出力の遅れ量としては理論値を
用いずに実際の遅れ量である「位置偏差」を用いることができる。
【００４５】
　次に、図１で説明した「理論機械位置」と「機械位置差分」を用いて行う軸移動の停止
動作、ワーニング動作、理論機械位置の更新停止動作について説明する。図２は、前記動
作を行う機能を備えた本発明の実施形態の要部ブロック図である。図１と共通する部分の
説明は記載を省略する。　
　機械位置差分算出手段１０４は、算出した機械位置差分を機械位置差分監視手段１０６
と記録手段１０８に出力する。理論機械位置算出更新停止手段１０５は、理論機械位置算
出手段１０３の理論機械位置を算出する演算を中止し、理論機械位置の更新を停止する手
段である。理論機械位置算出更新停止手段１０５は、工作機械に接続されている非常停止
手段（図示省略）などの外部からの信号入力や特定のアラームが発生した時の信号などを
トリガーとして、理論機械位置算出更新停止手段１０５に理論機械位置の更新停止を指令
する。この理論機械位置の更新停止で得られる「位置情報」は、フォローアップや制御上
発生する遅れに伴う機械位置の更新の影響を受けない。そのため、異常発生により理論的
な機械位置更新を停止させることにより、異常が発生した機械位置を正確に把握すること
ができる。理論機械位置算出更新停止手段１０５を付加することにより、以下の利用形態
がある。
【００４６】
　一般に工作機械の重力軸は落下防止のためブレーキ機能が用意されており、非常停止時
にはこのブレーキが作動して重力軸の落下を防止する。しかし、ブレーキの劣化や故障に
より所定の距離では停止できなくなる恐れがあり得る。そこで、本発明の実施形態で、非
常停止時の信号をトリガーにして理論機械位置算出更新停止手段１０５により理論機械位
置算出手段１０３を停止させ、重力軸において、非常停止時の機械位置（非常停止をトリ
ガーとして更新を停止させた理論的な機械位置）と重力軸落下防止用ブレーキにより実際
に停止した位置における実機械位置との差分を算出し記録する。
【００４７】
　そして、この差分を監視して、許容範囲を超える差分が発生した場合には警告を出す。
また、前記差分を非常停止毎、適時、もしくは警告が出たら蓄積された記録を読み出して
、その内容を分析することにより、ブレーキの効き具合の変化を把握し、その劣化や異常
を事前に察知するのに役立てることができる。理論機械位置の停止位置と実機械位置の（
ブレーキによる）停止位置の差分が所定の距離に収まっているか否かを定期的に監視する
ことで、ブレーキ異常による事故の防止を図ることができる。
【００４８】
　また、本発明の実施形態で、スキップ機能（移動終点が数値制御装置外部からの信号（
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スキップ信号）で与えられる軸の送り制御機能）において、スキップ信号をトリガーにし
て実機械位置の変化記録を得る。実機械位置が希望する位置まで到達しているか否か、そ
の過不足量を確認してからスキップ信号入力用スイッチ位置を調整することができる。
【００４９】
　機械位置差分監視手段１０６は、機械位置差分算出手段１０４で算出された機械位置差
分が差分の許容量の範囲内にあるか否かを監視する手段である。差分の許容量は、差分の
許容量Ｓ２により機械位置差分監視手段１０６に予め設定しておく。機械位置差分監視手
段１０６は、機械位置差分が差分の許容量として設定した値を超えると、必要に応じて信
号出力手段１０７と軸移動停止手段１１０のいずれか一方または両方に差分を超えたこと
を示す信号を出力する。
【００５０】
　信号出力手段１０７は、前記差分を超えたことを示す信号を入力すると、ＰＭＣ（プロ
グラマブル・マシン・コントローラ）やシーケンサ、ネットワークなどを介して接続した
パーソナルコンピュータなどの外部機器へワーニング信号を出力する。すなわち、機械位
置差分が差分の許容量を超えたか否かの判断結果を外部へ通知のみ行う手段である。これ
はＰＭＣやシーケンサを介して独自の対策を行う場合や、ネットワークなどを介して接続
した監視用のパーソナルコンピュータ上に警告を表示させるなどに利用する。
【００５１】
　軸移動停止手段１１０は、前記差分を超えたことを示す信号が入力すると軸移動停止処
理を実行する。例えば、軸が何かに衝突する異常が発生した場合、従来技術における位置
偏差監視手段１１１（図７参照）による軸移動停止よりもダメージが小さいうちに軸を停
止させることができる。これは、例えば僅かな位置ずれの発生であっても、直ちに軸を停
止させる必要がある場合に利用する。もちろん、信号出力手段１０７と軸移動停止手段１
１０を両方利用することで、例えば監視用コンピュータに警告を表示させるとともに、軸
を停止させることもできる。
【００５２】
　記録手段１０８は、機械位置差分算出手段１０４で算出した「機械位置差分」を記憶す
る機能を有するとともに、それを算出した際の「理論機械位置」、「実際の機械位置」を
記憶する機能を有する。更には、「機械座標（指令値）」、「加減速の遅れ量」、「位置
偏差ＦＢ」を記憶する機能を付加してもよい。記録手段１０８に記憶された前記各情報は
、その記録を参照できるように記録出力手段１０９を介して、数値制御装置の外部装置に
出力することができる。記録を出力する記録出力手段１０９を設けることにより、以下の
利用形態がある。
【００５３】
　加工プログラムの実行結果の記録を分析することで、「機械位置差分が大きくなってい
る箇所」＝「無理な加工指令を行っている箇所」を特定し、加工プログラムを改善するこ
とができる。開発した機械の性能評価（軸の駆動力不足はないか、またはどの程度のワー
クまで扱えるかなどを実機でテストし評価するなど）を行える。機械出荷前や日常におけ
る点検（点検用の加工プログラムの実行結果をチェックし、機械位置差分が大きくなって
いるところが無いか確認する。）を行える。
【００５４】
　一般に、数値制御装置において、非常停止時にはフォローアップが行われており、外力
による軸の移動に応じて指令部の機械位置が更新されている。本発明において理論的な機
械位置はサーボ制御部の制御に用いられない。そのため、軸の制御に影響を与えずに、理
論的な機械位置の更新を停止させることが可能である。この理論的な機械位置の更新停止
で得られる情報は、フォローアップや制御上発生する遅れに伴う機械位置の更新の影響を
受けない。なお、フォローアップとは位置偏差量が０になるように位置指令を行うことで
あり、非常停止時や、数値制御工作機械（図示省略）の軸を手回しハンドルなどを使い人
力で動かす時など、サーボ制御部２からサーボモータ４の制御を行わない状態の間に行わ
れる。
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【００５５】
　図５は、本発明と従来技術である位置偏差を監視する機能を備えた数値制御装置を説明
する図である。位置偏差ＦＢを位置偏差監視手段１１１で常時監視している。そして、位
置偏差監視手段１１１は、位置偏差ＦＢに異常があると判断すると、軸移動停止手段１１
０に対して指令し、該手段１１０は軸移動の停止を行う処理を開始する。その他の構成は
、図２に関する説明と同様であるので記載を省略する。
【００５６】
　図６は、この発明による数値制御装置の要部ブロック図である。数値制御装置１０は、
バス２４、プロセッサ（ＣＰＵ）１１、ＲＯＭ１２、ＲＡＭ１３、ＳＲＡＭ１４、外部機
器接続用のインタフェース１５、操作盤６０に備えられている表示器／手動入力装置２５
、手動パルス発生器２６、倍率選択スイッチとのインタフェース１７，１８，１９、軸制
御回路２０、スピンドル制御回路２１、ＰＭＣ(プログラマブル・マシン・コントローラ)
２２およびＩ／Ｏユニット２３を有している。図６に示される軸制御回路２０やスピンド
ル制御回路２１は、図２に示されるサーボ制御部２に相当する。したがって、軸制御回路
２０やスピンドル制御回路２１は、位置検出器５０や位置検出器５１からのフィードバッ
ク信号を積算し、実際の機械位置を算出する機能を備えている。なお、軸制御回路２０や
スピンドル制御回路２１は、プロセッサ（ＣＰＵ）を有してもよい。
【００５７】
　ＲＯＭ１２には加工プログラムの作成および編集のために必要とされる編集モードの処
理や自動運転のための処理を実施するための各種システムプログラムが予め書き込まれて
いる。プロセッサ（ＣＰＵ）１１は、ＲＯＭ１２に格納されているシステムプログラムを
バス２４を介して読み出し、このシステムプログラムに従って、数値制御装置１０を全体
的に制御する。プロセッサ（ＣＰＵ）１１は、図２における指令部１の理論機械位置算出
、機械位置差分算出、機械位置差分監視などの処理をこのシステムプログラムに従って実
行する。
【００５８】
　ＲＡＭ１３は一時的な計算データや表示データを格納するメモリである。ＳＲＡＭメモ
リ１４は、図示しないバッテリでバックアップされており、数値制御装置１０の電源がオ
フにされても記憶状態が保持される不揮発性メモリとして構成されている。ＳＲＡＭメモ
リ１４には、外部接続機器用のインタフェース１５を介して読み込まれた加工プログラム
、工具オフセット量、パラメータや、表示器／手動入力装置２５を介して入力される加工
プログラム、工具オフセット量、パラメータなどを記憶する。図２に示される記録手段１
０８としてＳＲＡＭ１４を用いることができる。
【００５９】
　インタフェース１５は、数値制御装置１０に接続可能な外部機器のためのインタフェー
スであり、コンパクトフラッシュ（登録商標）のようなメモリカード類やフロッピィディ
スクなどの外部情報記録媒体を接続するための外部機器１６が接続される。外部機器１６
からは、加工プログラム、工具オフセット量、パラメータなどが読み込まれ、また、数値
制御装置１０内で編集された加工プログラム、工具オフセット量、パラメータなどを、外
部機器１６を介してコンパクトフラッシュ（登録商標）のようなメモリカード類やフロッ
ピィディスクなどの外部情報記録媒体に記憶することができる。
【００６０】
　ＰＭＣ２２は、数値制御装置１０に内蔵されたシーケンスコントローラであり、数値制
御工作機械（図示省略）の補助装置、例えば、クーラント、主軸、工具自動交換装置（Ａ
ＴＣ）などのアクチュエータを制御する。
【００６１】
　ＰＭＣ２２は、加工プログラムで指令されたＭ機能、Ｓ機能およびＴ機能に従って、こ
れら補助装置側で必要な信号を変換し、Ｉ／Ｏユニット２３から数値制御工作機械（図示
省略）の補助装置側に出力する。この出力信号により、各種アクチュエータなどの補助装
置が作動する。また、ＰＭＣ２２は、操作盤６０の各種スイッチなどの信号をＩ／Ｏユニ
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ット２３を介して受け取り、必要な処理を行ってプロセッサ（ＣＰＵ）１１に渡す。
【００６２】
　数値制御工作機械（図示省略）の各軸の現在位置、アラーム、パラメータ、加工プログ
ラムなどの画像データが、表示器／手動入力装置２５に送られ、表示器２５ａに表示され
る。
【００６３】
　表示器／手動入力装置２５は、操作盤６０に設けられており、液晶ディスプレイ（表示
器）２５ａ、キーボード２５ｂ、ソフトウェアキー２５ｃなどを備えた手動データ入力装
置である。インタフェース１７は、キーボード２５ｂ，ソフトウェアキー２５ｃからのデ
ータを受けてプロセッサ（ＣＰＵ）１１に渡す。
【００６４】
　キーボード２５ｂは、データ入力に使用される操作キーや、ファンクションキーなどを
備えている。ソフトウェアキー２５ｃは、オペレータによる画面選択に合わせてキーの意
味が変わり、その内容が画面上に表示される。図２に示される差分の許容量Ｓ２をキーボ
ード２５ｂを用いて設定することができる。また、その他の入力手段を用いてもよい。
【００６５】
　インタフェース１８は、手動パルス発生器２６に接続され、手動パルス発生器２６から
のパルス信号を受ける。手動パルス発生器２６は、操作盤６０に実装されている。手動パ
ルス発生器２６は、数値制御工作機械（図示省略）の各軸を精密に位置決めするために使
用されるものであり、手動ハンドル２７の回転量に応じてパルス信号を発生し、このパル
ス信号に応じて各軸の移動を行う。
【００６６】
　操作盤６０には倍率選択スイッチ（手動送り量設定スイッチ）２８が設けられている。
倍率選択スイッチ２８は、手動パルス発生器２６によるハンドル送りの倍率を選択設定す
るものであり、インタフェース１９に接続されている。インタフェース１９は、倍率選択
スイッチ２８より倍率設定信号をプロセッサ（ＣＰＵ）１１に渡す。ネットワーク制御部
２９は、外部のパーソナルコンピュータ（図示省略）などとの間で情報を交換する手段で
ある。上述したシステムプログラムを実行することによって得られた機械位置差分監視に
基づくワーニング信号Ｓ３は、ＰＭＣ２２に入力され、ＰＭＣ２２からＩ／Ｏユニット２
３を介して補助装置を制御する。また、ワーニング信号Ｓ３は、ネットワーク制御部２９
を介してネットワークに接続されたコンピュータのモニタ画面などに表示させることがで
きる。
【００６７】
　数値制御工作機械（図示省略）が有しているサーボモータ４０には位置検出器５０が取
り付けられており、この位置検出器５０がサーボモータ４０の回転に同期してフィードバ
ック信号を出力する。このフィードバック信号は軸制御回路２０に帰還され、軸制御回路
２０は、プロセッサ（ＣＰＵ）１１からの各制御軸の移動指令とフィードバック信号に基
いて、位置、速度の制御を行い、数値制御工作機械（図示省略）の各軸のサーボアンプ３
０に駆動信号を出力する。サーボアンプ３０は、この指令を受けて、数値制御工作機械（
図示省略）の各軸のサーボモータ４０を駆動する。
【００６８】
　数値制御工作機械（図示省略）が有しているスピンドルモータ４１には位置検出器５１
が取り付けられており、この位置検出器５１がスピンドルモータ４１の回転に同期してフ
ィードバック信号を出力する。このフィードバック信号はスピンドル制御回路２１に帰還
され、スピンドル制御回路２１は、プロセッサ（ＣＰＵ）１１から送られた主軸回転速度
指令とフィードバック信号により速度の制御を行い、スピンドルアンプ３１にスピンドル
速度信号を出力する。スピンドルアンプ３１は、このスピンドル速度信号を受けてスピン
ドルモータ４１を指令された回転速度で回転させ、主軸に装着された工具あるいは工作物
（ワーク）（図示省略）を回転駆動する。
【図面の簡単な説明】
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【００６９】
【図１】本発明に係る理論機械位置と機械位置差分を算出する構成を説明する図である。
【図２】本発明の実施形態を説明する図である。
【図３】直線型加減速制御を説明する図である。
【図４】加減速制御を説明する図である。
【図５】本発明と従来技術である位置偏差を監視する機能を備えた数値制御装置を説明す
る図である。
【図６】数値制御装置の一実施形態である。
【図７】従来技術である位置偏差を監視する機能を有する数値制御装置を説明する図であ
る。
【符号の説明】
【００７０】
　１　指令部
　１００　加工プログラム
　１０１　機械座標（指令値）更新処理部
　１０１ａ　解析手段
　１０１ｂ　補間手段
　１０２　加減速処理手段
　１０３　理論機械位置算出手段
　１０４　機械位置差分算出手段
　１０５　理論機械位置算出更新停止手段
　１０６　機械位置差分監視手段
　１０７　信号出力手段
　１０８　記録手段
　１０９　記録出力手段
　１１０　軸移動停止手段
　１１１　位置偏差監視手段
　２　サーボ制御部
　２００　位置偏差量加算手段
　２０１　位置偏差量レジスタ
　２０２　位置・速度・電流制御手段
　２０３　実機械位置算出手段
　３　アンプ
　４　サーボモータ
　５　位置検出器
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